
様式第七サ憎謎塵ヨ怖第～十条の二関係）
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の許可を受けた者であることを証する。

年

　

月

　　

日

日

福岡県知÷幸三１１当服部

　

誠太郎

令和

　　

５

令和

５

　

短ー

　

５司

１２

　

牽

　　

月

１６

　　

日

１５

　　

日肉≧－有効 年月

産業廃棄物頑璽葉運搬業許可証
所

　

山口県宇部市大字上宇部－２８４戸
ｉｆｉ季地３０

氏

　

名 株式会社アースクリＥヨティブ

　　　

代表取締役 栗原

　

和美

積替え、 保管を含まない。

　　　　　　

…

廃プラスチック類、金属くず、 ガラスくず等 （以上３品目については、 自動車等破砕物を含む。）、 燃え

殻、 汚泥、 廃油、廃酸、 廃アルカリ、 紙くず、 木くず、 動植物性残さ、 ゴムくず、 鉱さい、がれき類、動

物のふん尿、 ばいじん （汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、 廃プラスチック類、 金属くず、 ガラスくず等に

ついては、 水逮艮使用製品産業廃棄物を含む。） （燃え殻、 汚泥、 廃酸、廃アルカリ、 鉱さい、 ばいじんに

ついては、７絹銀含有ばいじん等を含む。）

　

以上１６品目

　

以≧手余白

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－

一

　　　

の範囲（取り扱う産業廃棄物狸種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水出鉦瞬糠細則製錆産生業廃

三乗劾又は水銀含有ばいじん等が含まォ〒老親始Ａ麟ゴ、その旨を含む。）及び積替え又は＃－－厨羽を呈万がどうか明

ｆ一：らかにすること。）

２． 積替え又霧罰豪華…を行うすべての場所の所在地及び←面積並馨綬」当該場所ごとの積替え又は保管を省二ぅ生
業塵Ｅ柔罰亥座りソ種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有懲伴【至；ん
等飛電ま＝れる場合は、 その旨を含む。）、 積替えのための保管上限及び積み上げることができ′に高：コＦ

　　

　　

…二なＬ の条件
．許可の更新又は変更の状況
平成２８年 ５月１６日

　

更新許可

令和

　

３年１１月

　

１日

　

変更届出により取扱品目（水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ぱいじん等）

　　　　　　　　　　

の 明記

令和

　

５年 ５月１６日

　

更新許可令和 ５
以下余白
５年

　

５月１６日

　　　

三（裏面に続く）

５

　　

：

　

有 ． ◎

　　

－

　

－積替え許ロヴ十軽症

（種電斧肩許可を有している場合においては、 市名萎び許雪番号を記載すること。）いては、市名萎びョ詐雪番号
許可番号二
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